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Vidal長官、IPR乱用への制裁に関する調査結果を上院議員に送付 

 

2022 年 10月 4日 

JETRO NY 知的財産部 

石原、福岡 
 

USPTOの Vidal長官は 9月 21日、当事者系レビュー（IPR）が乱用された場

合に特許審判部（PTAB）が科してきた制裁に関する調査結果を Mazie Hirono

上院議員（ハワイ州選出、民主党）および Thom Tillis上院議員（ノースカロ

ライナ州選出、共和党）に送付した1。両議員からの 4月 27日付の書簡2に応じ

たものである。 

両議員は、IPRが特許権者の株価を下げることや特許権者から金銭を強要す

るために一部乱用されているのではないかとの懸念を示していた3。両議員の書

簡では、以下の 5点への回答を長官に求めていた。 

 

① 特許権者の株価を下げるなど、IPRの申請者が利益を得る目的で IPRを申

請することは、制度の適切な利用だと考えるか。 

 

② 特許権者から金銭を強要する目的で IPRを申請することは、制度の適切

な利用だと考えるか。 

 

③ 米国発明法（AIA）では、USPTO長官に IPRの申請を却下する裁量権を与

えている。利益を得る目的または金銭を強要する目的で申請された IPR

を却下することは、裁量権の適切な行使と考えるか。 

 

④ USPTOは不誠実に IPRを申請した者にどのような制裁を科すことができる

か。これまで USPTOは制裁を科してきたか。制裁を科したことがある場

合は、その状況の説明を求める。 

 

⑤ 不誠実な IPR が申請されないことを確実にするために、USPTO に新たな権

限を与える必要があるか情報を求める。 

 

長官は 5月 27日に送付した両議員への応答書簡4において、IPR が乱用され

ないために関連実務を見直し、検討が終了した段階で再度報告するとしてい

た。 

 
1 Letter to Senators Hirono and Tillis (Sep 21,2022)  
2 Letter to Director Vidal (Apr 27,2022)  
3 両議員は OpenSky Industries, LLC が申請した IPR および Patent Quality Assurance LLC が

申請した IPR の審理開始決定を例にあげ懸念を示した。なお、OpenSky Industries, LLC v. 

VLSI Technology LLC 事件については、2022 年 10 月 4 日付の長官レビュー決定により IPR の乱

用と判断された。 
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2021_01064_paper_102_decision.pdf 

本決定は先例指定されている。 
4 Letter to Senators Hirono and Tillis (May 27,2022)  

https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/09/Tillis-Hirono-Follow-Up-Response-9-21-2022.pdf
https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.27-Letter-to-PTO-re-IPR-Abuse-Final.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2021_01064_paper_102_decision.pdf
https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2022/06/05-27-22-Response-to-Sens-Hirono-and-Tillis-re-IPRs-1.pdf
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今回の調査結果によると、過去 10年間で、PTABによって制裁が科されるこ

とを求める提起が少なくとも 59件あったとしている。提起した者の内訳は、

19件が IPR申請者、25件が特許権者、2件が両当事者、13件は PTAB からの提

起としている。提起の理由については、59件のうち 44件は当事者が規則や命

令に従わなかったことに起因しており、手続の乱用に起因するケースは 15件

とそれほど多くなかったとしている5。PTABは提起された 59件のうち 31件に

制裁を科したとしている。制裁の内訳は、手続記録からの関係書類の抹消(16

件)、秘密保持命令遵守の命令(4件)、手続の終了(3件)、IPR申請の拒否(3

件)、制裁の提起に関する弁護士費用の支払い(3件)、再審理(2件)であったと

している。 

 

また、両議員から求められていた USPTOに追加で権限を与える必要性の有無

については、現行の権限で乱用に対応可能であるものの、更なる検討の必要が

あるため、ステークホルダーに見解を求め、議会と協働する予定としている。 

 

 

（以上） 

 
5 特許規則（37 CFR）42.12 条では、規則命令の不遵守、誤解を招く議論、事実の虚偽表示、

ディスカバリーの乱用、プロセスの乱用等を制裁の科される可能性のある不正行為としてい

る。 


